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証券コード　7878

平成28年４月11日

株 主 各 位

山 梨 県 甲 斐 市 竜 地 3 0 4 9 番 地

株 式 会 社 光 彩 工 芸

代表取締役社長 深 沢 栄 二

第49回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第49回定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する
参考書類」をご検討くださいまして、お手数ながら同封の委任状用紙に議案に対
する賛否をご表示いただき、ご捺印の上ご返送くださいますようお願い申しあげ
ます。

敬　具
記

１．日 時 平成28年４月26日（火曜日）午前10時

２．場 所 山梨県甲斐市竜地3049番地　当社５階会議室

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第49期（自平成27年２月１日　至平成28年１月31日）事業

報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結

計算書類監査結果報告の件

２．第49期（自平成27年２月１日　至平成28年１月31日）計算

書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 資本準備金の額の減少の件

第３号議案 定款一部変更の件

第４号議案

第５号議案

第６号議案

第７号議案

第８号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件

監査等委員である取締役３名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額決定の件

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以　上

－ 1 －

株主各位
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　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださ

いますようお願い申しあげます。

  代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を

代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面の

ご提出が必要となりますのでご了承ください。

　なお、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インター

ネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.kosaikogei.co.jp）に掲載

させていただきます。

－ 2 －

株主各位
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提供書面

第 49 期 事 業 報 告

(自　平成27年２月１日
至　平成28年１月31日)

１．企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度における我が国の経済は、雇用・所得環境の改善を背景に

緩やかな回復基調が続いておりますが、中国をはじめとする新興国経済の減

速や中東情勢の悪化などの影響が懸念されるなど、依然として先行き不透明

な状況が続いております。

　当業界におきましても、円安による物価上昇などにより消費者の節約志向

は依然として根強く、業界各社の価格競争も激化するなど引き続き厳しい状

況が続いております。

　このような状況のなか、当社グループは事業環境の変化に対応するため、

事業構造改革プロジェクト（Structure Reforming Project 以下「SRP」）を

推進しております。

その結果、当下半期は営業利益、経常利益ともに黒字に回復するなど着実

に成果をあげております。

また、営業キャッシュフローは119百万円の黒字となり、２期連続黒字(前

年同期営業キャッシュフローは80百万円の黒字)となりました。

財務面では、現預金残高が有利子負債を上回る「実質無借金状態」に復帰

するなど、盤石な財務基盤を維持しております。

当社グループの主力事業でありますジュエリーパーツ事業においては、特

許商品などの新アイテムの拡販、国内・国外の新規販路の拡大、海外既存客

の売上増加などにより、引き続き堅調に推移しています。

また、当社グループの赤字要因であり既に当期中での撤退を決定しており

ます一般的な完成品（ジュエリー）の生産・販売につきましては売上を大幅

に減少しております。その一方で当社グループの独自加工技術を生かした完

成品（ジュエリー）については順調に売上を伸ばし、完成品（ジュエリー）

事業全体の収益性は改善傾向を示しています。

以上の結果、当連結会計年度の当社グループの業績は、売上高2,558百万円

（前期比8.6％減）、営業損失79百万円（前期は営業損失24百万円）、経常損

失79百万円（前期は経常損失18百万円）、当期純損失148百万円（前期は当期

－ 3 －

当連結会計年度の事業の状況
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純損失66百万円）となりました。

　なお、連結子会社であるKOSAI　VIETNAM　CO.,LTD.は清算手続中であり、

重要性が低下したことから、当連結会計年度末において連結の範囲から除外

しており、損益計算書のみ連結しております。

②　設備投資の状況

　当連結会計年度中において実施いたしました設備投資は、双葉工場の製

造設備を中心として、総額39百万円となりました。

③　資金調達の状況

　当連結会計年度中は、特記すべき資金調達は行っておりません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

　　継の状況

　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

　　況

　該当事項はありません。

－ 4 －

当連結会計年度の事業の状況
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(2) 財産及び損益の状況

　①企業集団の財産及び損益の状況

区　　分
第 46 期

平成25年１月期
第 47 期

平成26年１月期
第 48 期

平成27年１月期
第49期(当連結会計年度)
平成28年１月期

売 上 高 (百万円) 2,320 2,666 2,800 2,558

経 常 利 益 (百万円)
△1 13 △18 △79

( △ は 経 常 損 失 )

当 期 純 利 益 (百万円)
8 7 △66 △148

( △ は 当 期 純 損 失 )

１株当たり当期純利益 (円)
2.34 2.01 △17.86 △39.53

(△は１株当たり当期純損失)

総 資 産 (百万円) 1,919 1,975 1,989 1,865

純 資 産 (百万円) 1,424 1,427 1,341 1,178

１株当たり純資産額 (円) 380.14 380.89 358.21 314.76

　　　（注）１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は期中平均株式数（自己株式数を控

除した株式数）により算出しております。また１株当たり純資産額は期末発行済株式

数より自己株式数を控除した株式数により算出しております。

　②当社の財産及び損益の状況

区　　分
第 46 期

平成25年１月期
第 47 期

平成26年１月期
第 48 期

平成27年１月期
第49期(当事業年度)

平成28年１月期

売 上 高 (百万円) 2,319 2,672 2,821 2,558

経 常 利 益 (百万円)
26 47 △0 △80

( △ は 経 常 損 失 )

当 期 純 利 益 (百万円)
36 40 △127 △149

( △ は 当 期 純 損 失 )

１株当たり当期純利益 (円)
9.79 10.89 △33.98 △39.86

(△は１株当たり当期純損失)

総 資 産 (百万円) 1,952 2,030 1,986 1,865

純 資 産 (百万円) 1,449 1,484 1,343 1,178

１株当たり純資産額 (円) 386.91 396.08 358.71 314.76

　　　（注）１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は期中平均株式数（自己株式数を控

除した株式数）により算出しております。また１株当たり純資産額は期末発行済株式

数より自己株式数を控除した株式数により算出しております。

－ 5 －
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

　当社の親会社は㈱エスティオであり、同社は当社の株式2,037,000株（議

決権比率54.55％）を保有しております。当社が窓口となり、当社従業員へ

の保険業務を行っております。

　取引条件につきましては、一般的に行われている取引条件と同一の基準

を基本とし、市場価格を勘案した上で合理的な判断に基づき、公正且つ適

正に決定しております。

　これらの取引は、取締役会等が当社の社内規定に基づき、親会社から独

立して 終的な意思決定を行っており、当社の利害を害することはないと

当社の取締役会は判断しております。

②　重要な子会社の状況

会　社　名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

KOSAI VIETNAM CO.,LTD. 　700,000 USドル 100％ 貴金属装身具の製造加工

　　　（注）KOSAI VIETNAM CO.,LTD.は、平成27年度８月20日付で解散を決議し、
清算手続中であります。

(4) 会社が対処すべき課題

　当連結会計年度に立ち上げた「SRP」を引き続き推進してまいります。

　ジュエリーパーツ事業では、新たな商品開発と国内・国外の新規販路の拡

大等により、収益増と収益性の改善を推進します。

　ジュエリー事業は、独自加工技術を生かした高付加価値商品の重点拡販に

より、収益性を改善してまいります。

　組織面におきましては、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監査機能

を強化することによって、コーポレート・ガバナンスを充実させるとともに

経営の効率化を図るため監査等委員会設置会社へ移行いたします。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご協力を賜ります

ようお願い申しあげます。

(5) 主要な事業内容（平成28年１月31日現在）

　当社は、金・プラチナ・宝石等を主要な原材料とした、貴金属装身具の製

造加工販売を主たる事業としております。

－ 6 －
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(6) 主要な営業所及び工場（平成28年１月31日現在）

名 称 所 在 地

本 社 ・ 双 葉 工 場 山梨県甲斐市竜地3049番地

(7) 使用人の状況（平成28年１月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末増減

25（74）名 88名減(2名増)

（注)１．使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で

記載しております。

２．使用人数が前連結会計年度末に比べて減少している主な理由は連結子会社であった

KOSAI　VIETNAM　CO.,LTD.の清算手続きによるものであります。

②　当社の使用人の状況

区 分 使 用 人 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 性 23名 4名（減） 38.9歳 8.0年

女 性 2名 2名（減） 44.5歳 13.0年

合 計 25名 6名（減） 39.4歳 8.4年

（注）　上記には臨時雇用者75名（男30名、女45名）は含んでおりません。

(8) 主要な借入先の状況（平成28年１月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

千円

㈱ み ず ほ 銀 行 251,102

㈱ 山 梨 中 央 銀 行 139,500

㈱ 三 井 住 友 銀 行 60,000

㈱ 日 本 政 策 金 融 公 庫 19,600

－ 7 －
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２．株式の状況（平成28年１月31日現在）

①　発行可能株式総数 13,000,000株

②　発行済株式の総数 3,960,000株

③　株主数 1,113名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 エ ス テ ィ オ 2,037千株 54.39％

深 沢 栄 二 252 6.73

日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社 39 1.04

林 　 泰 男 35 0.93

丸 山 　 朝 33 0.88

株 式 会 社 さ が 美 30 0.80

株 式 会 社 ナ ガ ホ リ 27 0.72

奥 津 利 彦 23 0.61

株 式 会 社 山 梨 中 央 銀 行 22 0.59

小 高 正 裕 20 0.53

（注）　持株比率は自己株式（214,935株）を控除して計算しております。

－ 8 －

株式の状況
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３．会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（平成28年１月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 深 沢 栄 二

取 締 役 深 沢 信 夫

取 締 役 鈴 木 　 真 　真法律会計事務所代表(弁護士)

取 締 役 加 藤 雄 一 　㈱アドバネクス代表取締役会長

取 締 役 金 井 公 克

常 勤 監 査 役 河 西 周 一

監 査 役 長 沢 一 巳

監 査 役 埴 原 一 也 埴原法律事務所所長（弁護士）

（注）１．取締役鈴木真氏、加藤雄一氏、金井公克氏は社外取締役であります。

２．監査役は上記３名いずれも社外監査役であります。

３．監査役埴原一也氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し､

同取引所に届け出ております。

４．監査役河西周一氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相

当程度の知見を有しております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
( う ち 社 外 取 締 役 )

6名
(3)

47,814千円
(4,000)

監 査 役
( う ち 社 外 監 査 役 )

3
(3)

7,016
(7,016)

合 計
( う ち 社 外 役 員 )

9
(6)

54,830
(11,016)

（注）１．平成６年４月定時株主総会決議による報酬限度額（年額）は、取締役150,000千円、監

査役20,000千円であります。

２．上記の支給額には、以下のものが含まれております。

当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額

取締役５名分　　　　　　　　　　　　1,875千円

監査役３名分（うち社外監査役３名）　  300千円

３．平成27年４月28日開催の第48回定時株主総会に基づき、同株主総会終結の時をもって

退任した取締役に対し支払った役員退職慰労金は下記の通りであります。

　　取締役１名分　　　　　　　　　　　　3,000千円

(金額には、上記２及び過年度の事業報告において役員の総額に含めた役員退職慰労引当金

の繰入額2,825千円が含まれております。)

－ 9 －

会社役員の状況
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(3) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役鈴木真氏は、真法律会計事務所の代表を兼任しておりますが同

事務所は当社との間に特別の関係はありません。

　取締役加藤雄一氏は、株式会社アドバネクスの代表取締役会長を兼任

しておりますが同社は当社との間に特別な関係はありません。

　監査役埴原一也氏は、埴原法律事務所の所長を兼任しておりますが同

事務所は当社との間に特別の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況

活 動 状 況

取締役 鈴 木 　 真

当事業年度に開催された取締役会15回のうち12回に出席し、

弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般

につき必要な発言・助言を適宜行っております。

取締役 加 藤 雄 一

平成27年４月28日就任後に開催された取締役会10回全てに出

席し、長年にわたる会社経営に関する豊富な経験と幅広い見

識に基づき、経営全般につき必要な発言・助言を適宜行って

おります。

取締役 金 井 公 克

平成27年４月28日就任後に開催された取締役会10回全てに出

席し、長年の会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識に基

づき、経営全般につき必要な発言・助言を適宜行っておりま

す。

常勤

監査役
河 西 周 一

当事業年度に開催された取締役会15回、監査役会３回全てに

出席いたしました。取締役会の意思決定の妥当性・適正性を

確保するための助言・提言を行っております。また、監査役

会において、適宜必要な発言を行っております。

監査役 長 沢 一 巳

当事業年度に開催された取締役会15回のうち12回に出席し、

監査役会３回全てに出席いたしました。適宜必要な発言を行

っております。

監査役 埴 原 一 也

当事業年度に開催された取締役会15回のうち11回に出席し、

監査役会３回全てに出席いたしました。適宜必要な発言を行

っております。

③　責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外取締役として有能な人材を迎えられるよう、また、期
待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており
ます。当該定款に基づき、当社は社外取締役全員と責任限定契約を締
結しております。当該定款における損害賠償責任の限度額は、法令が
規定する額であります。

－ 10 －
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４．会計監査人の状況

(1) 名称　　　　　　　　　　優成監査法人

(2) 報酬等の額

支 払 額

・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 8,500千円

・当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

8,500千円

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当

事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」

を踏まえ、監査計画における監査時間、要員配置などを確認し、検討した結果、監査

報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

３．当社の重要な子会社であるKOSAI VIETNAM CO.,LTD.は、当社の会計監査人以外の監査法

人の監査を受けています。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、

取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることと

いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任

いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集さ

れる株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告い

たします。
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５．業務の適正を確保するための体制及び運用状況
  取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下

のとおりであります。

　なお、内部統制システムの運用状況については、基本方針に基づき、四半期

毎に内部統制システムの運用上見いだされた問題点等の是正・改善状況ならび

に必要に応じて講じられた再発防止策への取り組み状況を取締役会へ報告する

ことにより、適切な内部統制システムの構築・運用に努めております。コンプ

ライアンスについては、職位に応じて適宜必要な研修を実施し、コンプライア

ンス意識の浸透を図っております。

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ企業倫

理の遵守及び社会的責任を果たすため、会社の経営の基本方針を当社の行

動規範とすると共に、関連社内規程を整備し、全役職員に周知徹底させて

いきます。

(2) 取締役及び使用人との秘密保持契約締結など、コンプライアンスへの対

応を行っております。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関しては、関連社内

規程を整備し、適切に管理、保存を行います。

(2) 取締役及び監査役は、これらの情報を常時閲覧することができる体制を

整備しております。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) リスクマネジメントの対象となるリスクの分類を行い、各リスクに関す

る社内規程の整備を行います。

(2) 組織横断的なリスク状況の監視及び対応体制を構築します｡

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務

執行状況の監督等を行うこととします。

(2) 上記の他に、臨時取締役会及び毎月開催される、社長と各部門の管理責

任者で構成される会議に出席し、各部門における懸案事項について素早い

意思決定が可能となっております。

－ 12 －
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５．会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を

確保するための体制

(1) グループの経営方針及び各基本方針を周知徹底させ、業務の適正を確保

する体制を構築します。

(2) 当社の取締役会及び社長と各部門の管理責任者、子会社の取締役等で構

成される会議において、グループの懸案事項について素早い意思決定を行

い、稟議決済など、適切な報告及び承認体制を整備します。

６．監査役の職務を補助すべき使用人

  現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおりません。必要に応じて、監

査役の業務補助のため、監査役スタッフを置くこととし、その人事について

は、取締役と監査役が意見交換を行い決定するものとします。なお、その際

当該使用人への指揮命令権は監査役に移管されたものとし、取締役からの独

立性を確保するものとします。

７．監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確

保するための体制

  当社および子会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事

実を発見した時は、法令に従い、直ちに監査役に報告を行います。

  また、常勤監査役は、取締役会、臨時取締役会の他、重要な意思決定の過

程及び業務の執行状況を把握するため、稟議書等の業務執行に関する重要な

文書を閲覧し、必要に応じて、取締役及び使用人にその説明を求めることと

します。

　当社は、監査役に対する報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由

としてふりな取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社に周知徹

底するものとします。

　なお、監査役は、会計監査人、顧問弁護士、顧問税理士と相互に連携し監

査を実施し、情報の交換を行うなど連携を図っていきます。

８．監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関

する事項

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基

づく費用の前払い等の請求をしたは、担当部署において審議の上、当該請求

に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた

場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理いたします。

（本事業報告中の記載金額については、表示単位未満の端数を切り捨て、比率そ

の他については四捨五入して表示しております。）
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連　結　貸　借　対　照　表
（平成28年１月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

 た な 卸 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

そ の 他

貸 倒 引 当 金

1,448,866

609,167

299,664

542,526

9,658

△12,150

416,412

272,361

83,530

5,113

30,155

9,129

143,598

834

16,785

15,061

1,723

127,265

27,875

149,295

△49,905

流 動 負 債 535,462

支払手形及び買掛金 104,867

短 期 借 入 金 320,000

１年以内返済予定長期借入金 48,730

そ の 他 61,865

固 定 負 債 151,014

長 期 借 入 金 101,472

退職給付に係る負債 21,110

役員退職慰労引当金 24,391

そ の 他 4,040

負 債 合 計 686,476

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,173,924

資 本 金 602,150

資 本 剰 余 金 509,290

利 益 剰 余 金 92,985

自 己 株 式 △30,501

その他の包括利益累計額 4,878

その他有価証券評価差額金 4,878

純 資 産 合 計 1,178,802

資 産 合 計 1,865,279 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,865,279

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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連　結　損　益　計　算　書

(自　平成27年２月１日
至　平成28年１月31日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 2,558,706

売 上 原 価 2,216,568

売 上 総 利 益 342,138

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 422,001

営 業 損 失 ( △ ) △79,862

営 業 外 収 益

受 取 配 当 金 435

受 取 地 代 家 賃 1,433

雑 収 入 1,903

為 替 差 益 44

そ の 他 25 3,841

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,163

雑 損 失 402 3,566

経 常 損 失 ( △ ) △79,587

特 別 損 失

投 資 有 証 評 価 損 1,676

事 業 整 理 損 63,283 64,960

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 （ △ ） △144,547

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,506

法 人 税 等 合 計 3,506

少数株主損益調整前当期純損失（△） △148,053

当 期 純 損 失 （ △ ） △148,053

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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連結株主資本等変動計算書

(自　平成27年２月１日
至　平成28年１月31日)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成27年２月１日　残高 602,150 509,290 256,467 △30,431 1,337,475

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △14,981 △14,981

当 期 純 損 失 （ △ ） △148,053 △148,053

自 己 株 式 の 取 得 △69 △69

連 結 範 囲 の 変 動 △446 △446

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 △163,481 △69 △163,551

平成28年１月31日　残高 602,150 509,290 92,985 △30,501 1,173,924

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

為替換算調整勘定
そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

平成27年２月１日　残高 5,241 △1,088 4,153 1,341,629

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △14,981

当 期 純 損 失 （ △ ） △148,053

自 己 株 式 の 取 得 △69

連 結 範 囲 の 変 動 △446

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△363 1,088 725 725

連結会計年度中の変動額合計 △363 1,088 725 △162,826

平成28年1月31日　残高 4,878 － 4,878 1,178,802

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

　(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の数　0社（除外１社）

　前連結会計年度まで、連結子会社であったKOSAI　VIETNAM　CO.,LTD.は、清算手続中で

あり、重要性が低下したことから、当連結会計年度末において連結の範囲から除外して

おり、損益計算書のみ連結しております。

  ②非連結子会社の名称等

　　該当事項はありません。

(2) 会計処理基準に関する事項

　①重要な資産の評価基準及び評価方法

1）有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。なお、評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

－ 17 －
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2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

　評価基準

　　原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

　評価方法

商品　　　　　　　　　　　　　　　移動平均法

製品　　　　　　　　　　　　　　　総平均法

原材料　　　地金　　　　　　　　　総平均法

その他　　　　　　　　移動平均法

仕掛品　　　　　　　　　　　　　　総平均法

貯蔵品　　　　　　　　　　　　　　 終仕入原価法

　　②重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ.有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法）を採用

しております。

ロ.無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法（但し、自社利用ソフトウェアは、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法）を採用

しております。

ハ.リース資産　　　　　　　　　　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

　③重要な引当金の計上基準

イ.貸倒引当金　　　　　　　　　　 債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

ロ.役員退職慰労引当金　　　　　　 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰

労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

　④その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ.連結子会社の事業年度等に関する事項

　当社の連結子会社であるKOSAI　VIETNAM　CO.,LTD.の決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、

連結決算日との間に生じたKOSAI　VIETNAM　CO.,LTD.との重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

ロ.退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

ハ.消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。
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２．連結貸借対照表に関する注記

　(1) たな卸資産の内訳

商品及び製品 153,513千円

仕掛品 364,987千円

原材料及び貯蔵品 24,026千円

合計 542,526千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,389,154千円

(3) 担保に供している資産及び担保に係る債務

　①担保に供している資産

建物 19,573千円

土地 83,593千円

合計 103,166千円

②担保に係る債務

1年以内返済予定長期借入金 4,200千円

長期借入金 15,400千円

合計 19,600千円

－ 19 －
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３．連結損益計算書に関する注記

　事業整理損

　当社グループは、当連結会計年度において、一般的な完成品(ジュエリー)の事業撤退を決

定したこと等に伴い、事業整理損63,283千円を計上しております。

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末の
株式数

普 通 株 式 3,960千株 － － 3,960千株

(2) 配当に関する事項

①配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たりの配当額 基準日 効力発生日

平成27年４月28日
定時株主総会

普通株式 14,981千円 4.0円
平成27年
１月31日

平成27年
４月30日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの

次のとおり決議を予定しております。

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たりの配当額 基準日 効力発生日

平成28年４月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 14,980千円 4.0円
平成28年
１月31日

平成28年
４月27日

－ 20 －
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５．金融商品に関する注記

　　(1)金融商品の状況に関する事項

　　①金融商品に対する取組方針

　当社は、資産運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入に

より資金を調達しております。

　　②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、与

信管理を厳格化することによりリスクの低減を図っております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リス

クに晒されておりますが、時価や発行会社の財務状況を把握し、検討を行っておりま

す。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内、支払手形は２ヶ月以内の支払

期日であります。

　　③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込

んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあ

ります。

　　(2)金融商品の時価等に関する事項

　平成28年１月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 609,167 609,167 －

(2）受取手形及び売掛金 299,664

貸倒引当金(※1) △12,150

287,514 287,514 －

(3）投資有価証券 13,565 13,565 －

　資産計 910,247 910,247 －

(1）支払手形及び買掛金 104,867 104,867 －

(2）短期借入金 320,000 320,000 －

(3）長期借入金(※2) 150,202 150,106 △95

　負債計 575,069 574,973 △95

（※1）受取手形及び売掛金については、対応する貸倒引当金を控除しております。

（※2）1年以内返済予定長期借入金を含めております。

－ 21 －
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（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項

資　産

(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら､ 当該帳簿価額によっております。なお、受取手形及び売掛印については、

信用リスクを個別に把握することが極めて困難なため、貸倒引当金を信用リス

クと見做し、時価を算定しております。

(3）投資有価証券

　投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。

負　債

(1）支払手形及び買掛金、(2）短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら､ 当該帳簿価額によっております。

(3）長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った

場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　　２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 14,310

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、資産「（3）投資有価証券」には含めておりません。

　　３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 609,167 - － －

受取手形及び売掛金 299,664 - － －

合計 908,832 - － －

－ 22 －
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４．長期借入金の決算日後の返済予定額

１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

長期借入金(１年以

内返済予定長期借入

金を含む)

48,730 35,208 35,208 24,756 6,300 －

合計 48,730 35,208 35,208 24,756 6,300 －

６．賃貸等不動産に関する注記

　当社では、山梨県内に賃貸収益を得ることを目的とした賃貸用駐車場（土地）を有してお

ります。

　平成28年１月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は51千円であります。

　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次

のとおりであります。

連結貸借対照表計上額（千円）
当連結会計年度末の

時価（千円）
当連結会計年度

期首残高
当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

12,037 － 12,037 9,785

(注)　１．連結貸借対照表計上額は、取得原価金額であります。

２．当連結会計年度末の時価は、一定の評価額などに基づき、自社で算定した金額であり

ます。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 314円76銭

(2) １株当たり当期純損失(△) 39円53銭

８．重要な後発事象に関する注記

　  該当事項はありません。

－ 23 －
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貸　借　対　照　表
（平成28年１月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

保 険 積 立 金

会 員 権

破 産 更 生 債 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

1,448,866

609,167

40,167

259,496

153,513

364,987

24,026

9,262

395

△12,150

416,412

272,361

83,530

5,113

30,155

9,129

143,598

834

16,785

15,061

1,723

127,265

27,875

1,819

2,607

81,915

10

49,905

13,037

△49,905

流 動 負 債 535,462

支 払 手 形 7,326

買 掛 金 97,540

短 期 借 入 金 320,000

１年以内返済予定長期借入金 48,730

リ ー ス 債 務 1,063

未 払 金 29,130

未 払 費 用 22,812

前 受 金 562

預 り 金 2,833

未 払 法 人 税 等 4,876

そ の 他 586

固 定 負 債 151,014

長 期 借 入 金 101,472

リ ー ス 債 務 1,435

繰 延 税 金 負 債 2,605

退 職 給 付 引 当 金 21,110

役員退職慰労引当金 24,391

負 債 合 計 686,476

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,173,924

資 本 金 602,150

資 本 剰 余 金 509,290

資 本 準 備 金 509,290

利 益 剰 余 金 92,985

利 益 準 備 金 36,206

そ の 他 利 益 剰 余 金 56,779

別 途 積 立 金 195,000

繰 越 利 益 剰 余 金 △138,220

自 己 株 式 △30,501

評価・換算差額等 4,878

その他有価証券評価差額金 4,878

純 資 産 合 計 1,178,802

資 産 合 計 1,865,279 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,865,279

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てております。

－ 24 －
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損　益　計　算　書

(自　平成27年２月１日
至　平成28年１月31日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 2,558,706

売 上 原 価 2,236,828

売 上 総 利 益 321,877

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 402,734

営 業 損 失 （ △ ） △80,856

営 業 外 収 益

受 取 利 息 25

受 取 配 当 金 435

受 取 地 代 家 賃 1,433

そ の 他 1,835 3,729

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,108

そ の 他 359

為 替 差 損 164 3,632

経 常 損 失 （ △ ） △80,759

特 別 損 失

事 業 整 理 損 63,336

そ の 他 1,676 65,013

税 引 前 当 期 純 損 失 （ △ ） △145,772

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,506

法 人 税 等 合 計 3,506

当 期 純 損 失 （ △ ） △149,279

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てております。

－ 25 －
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株主資本等変動計算書

(自　平成27年２月１日
至　平成28年１月31日)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

平成27年２月１日　残高 602,150 509,290 509,290 36,206 345,000 △123,960 257,246 △30,431 1,338,254

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △14,981 △14,981 △14,981

別途積立金の積立 △150,000 150,000 － －

当期純損失(△) △149,279 △149,279 △149,279

自己株式の取得 △69 △69

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 △150,000 △14,260 △164,260 △69 △164,330

平成28年１月31日　残高 602,150 509,290 509,290 36,206 195,000 △138,220 92,985 △30,501 1,173,924

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成27年２月１日　残高 5,241 5,241 1,343,496

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △14,981

別途積立金の積立 －

当期純損失（△) △149,279

自己株式の取得 △69

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

△363 △363 △363

事業年度中の変動額合計 △363 △363 △164,693

平成28年１月31日　残高 4,878 4,878 1,178,802

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てております。

－ 26 －
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。なお、評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

　①評価基準

　　原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

　②評価方法

商品　　　　　　　　　　　　　　　移動平均法

製品　　　　　　　　　　　　　　　総平均法

原材料　　　地金　　　　　　　　　総平均法

その他　　　　　　　　移動平均法

仕掛品　　　　　　　　　　　　　　総平均法

貯蔵品　　　　　　　　　　　　　　 終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法）を採用

しております。

無形固定資産（リース資産を除く）　定額法（但し、自社利用ソフトウェアは、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法）を採用

しております。

リース資産　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　　　　　　債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

退職給付引当金　　　　　　　　　　退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給

付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とす

る方法を用いた簡便法を適用しております。

役員退職慰労引当金　　　　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰

労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

－ 27 －
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(5) 消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,389,154千円

(2) 担保に供している資産及び担保に係る債務

　①担保に供している資産

建物 19,573千円

土地 83,593千円

合計 103,166千円

　②担保に係る債務

1年以内返済予定長期借入金 4,200千円

長期借入金 15,400千円

合計 19,600千円

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債務 　175千円

３．損益計算書に関する注記

　　関係会社との取引

売上原価

販売費及び一般管理費

営業取引以外の取引高

22,318千円

4,260千円

26千円

－ 28 －
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４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類
当事業年度期首の

株式数
当事業年度増加

株式数
当事業年度減少

株式数
当事業年度末の

株式数

普 通 株 式 214,650株 285株 － 214,935株

(注)普通株式の自己株式の増加285株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰越欠損金 42,982千円

棚卸資産評価損 16,086千円

貸倒引当金 11,692千円

事業整理損 37,359千円

退職給付引当金 6,652千円

役員退職慰労引当金 7,686千円

投資有価証券評価損 1,226千円

減損損失 6,034千円

その他 1,194千円

繰延税金資産小計 130,915千円

評価性引当額 △130,915千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △2,605千円

繰延税金負債合計 　△2,605千円

繰延税金負債の純額 △2,605千円

－ 29 －

個別注記表
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６. 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

属 性 会社等の名称
資 本 金
又 は 出
資 金

事 業 の
内 容
又 は 職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容

取引の内容
（注２）

取 引
金 額
( 千 円 )役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
KOSAI 
VIETNAM 
CO.,LTD.

700千USドル
貴 金 属 装
身 具 の 製
造 加 工

 (所有)
直接 100

－ 当社製品の製造

原 材 料 の
有 償 支 給
（ 注 １ ）

136,928

製 品 の
購　　 入
（ 注 ２ ）

193,621

経 費 等 の
立 替
（ 注 ３ ）

8,950

 債 権 放 棄
（ 注 ４ ）

60,533

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．原材料の有償支給については、市場相場を勘案して取引条件を決定しております。

２．製品の購入については、市場の実勢を参考に折衝の上取引価格を決定しております。

３．実費相当額を立て替えしております。

４．KOSAI VIETNAM CO.,LTDの清算決定に伴い、前事業年度までに計上した貸倒引当金を

49,177千円取り崩すとともに、事業整理損11,356千円を計上しております。

５．取引金額には消費税等を含めておりません。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 314円76銭

(2) １株当たり当期純損失(△) 　39円86銭

８．重要な後発事象に関する注記

　  該当事項はありません。

－ 30 －

個別注記表
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年３月25日

株式会社  光 彩 工 芸
取締役会　御中

優　成　監　査　法　人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 佐 藤 健 文 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 中 田 　 啓 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社光彩工芸
の平成27年２月１日から平成28年１月31日までの連結会計年度の連結計算
書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場
から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が
国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選
択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に
応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示
に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社光彩工芸及び連結子会社か
らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 31 －

連結計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年３月25日

株式会社  光 彩 工 芸

取締役会　御中

優　成　監　査　法　人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 佐 藤 健 文 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 中 田 　 啓 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社光彩工芸の平成27
年２月１日から平成28年１月31日までの第49期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監
査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類
及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保
証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手
するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ
る計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが
含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上

－ 32 －

計算書類に係る会計監査報告
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成27年２月１日から平成28年１月31日までの第49期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲
覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業
報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100
条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき
整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必
要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る
事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保する
ための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ
て説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について
検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。
二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人優成監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人優成監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年３月25日

株式会社 光彩工芸　監査役会

常勤監査役 河 西 周 一 

監 査 役 長 沢 一 巳 

監 査 役 埴 原 一 也 
（注）　監査役河西周一、長沢一巳及び埴原一也は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に

定める社外監査役であります。

以　上

－ 33 －

監査役会の監査報告



2016/03/29 17:04:58 / 15165118_株式会社光彩工芸_招集通知

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

　　議決権の代理行使の勧誘者 株 式 会 社 光 彩 工 芸
代表取締役社長 深 沢 栄 二

　第１号議案　剰余金処分の件

　当社の配当方針は、安定的な配当の継続を基本としたうえで、財務状況や

業績並びに今後の事業展開等を勘案しながら総合的に判断決定していくこと

としております。

　第49期は純損失となりましたが、期末配当につきましては以下のとおりと

いたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき普通配当金4.0円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は14,980,260円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　平成28年４月27日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項

　株主への安定的配当を実施するため、別途積立金取崩しのご承認をお願

いするものであります。

①　増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 160,000,000円

②　減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 160,000,000円

－ 34 －

剰余金処分議案



2016/03/29 17:04:58 / 15165118_株式会社光彩工芸_招集通知

第２号議案　資本準備金の額の減少の件

　今後の機動的な資本政策に備えるとともに、財務戦略上の弾力性を確保す

るため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を行

い、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

(１)減少する資本準備金の額

資本準備金509,290,000円のうち100,000,000円

(２)資本準備金の額の減少の効力発生日

平成28年４月27日

－ 35 －

準備金減少議案
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第３号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

　平成26年６月27日に公布された「会社法の一部を改正する法律」（平成

26年法律第90号、以下、当該法律による改正後の会社法を「改正会社法」

といいます。）が平成27年５月1日に施行されたことにより、新たに監査等

委員会設置会社制度が創設されました。

　当社は、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監査機能を強化するこ

とによって、コーポレート・ガバナンスをより充実させると共に経営の効

率化を図るため、監査等委員会設置会社に移行いたしたく、定款の一部を

変更するものであります。

　また、改正会社法において、定款の定めにより業務執行取締役等でない

取締役との間で責任限定契約を締結することが認められることとなったこ

とに伴い、取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、責任限

定契約を締結できる旨の規定を変更するものであります。なお、当該定款

の変更にかかる議案を本総会に提出することにつき、各監査役の同意を得

ております。

　加えて監査等委員会設置会社への移行により、監査等委員である取締役

以外の取締役の任期が１年となることに伴い、剰余金の配当等会社法第459

条第1項各号に定める事項を取締役会の決議によって定めることができる

旨の規定を新設し、併せて同条の一部と内容が重複する現行定款第6条(自

己株式の取得)を削除するものであります。

　その他、字句の修正及び条数の変更等所要の変更を行うものであります。

　なお、本議案による定款一部変更は、本総会締結の時をもって効力が発

生するものといたします。

２．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款 変 更 案

（自己の株式の取得） 　　　　 (削除)

第６条　当会社は、会社法第165条第２項の規

定により、取締役会の決議によって

同条第１項に定める市場取引等によ

り自己の株式を取得することができ

る。

－ 36 －
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現 行 定 款 変 更 案

第７条　（条文省略） 第６条　（現行どおり）

（単元未満株式についての権利） （単元未満株式についての権利）

第８条　当会社の株主は、その有する単元未

満株式について、会社法第189条第２

項各号に掲げる権利以外の権利を行

使できない。

第７条　当会社の株主は、その有する単元未

満株式について、次に掲げる権利以

外の権利を行使することができな

い。

（1） 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

（2） 会社法第166条第１項の規定による請求

をする権利

（3） 株主の有する株式数に応じて募集株式

の割当ておよび募集新株予約権の割当て

を受ける権利

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人）

第９条　（条文省略） 第８条　（現行どおり）

２　（条文省略） ２　（現行どおり）

３　当会社の株主名簿は、株主名簿管理

人の事務取扱場所に備え置き、株式

の名義書換、株式の交付、単元未満

株式の買取り、その他株式に関する

事務は、株主名簿管理人に委託し、

当会社においてはこれを取扱わな

い。

３　当会社の株主名簿は、株主名簿管理

人の事務取扱場所に備え置き、株式

の名義書換、単元未満株式の買取

り、その他株式に関する事務は、株

主名簿管理人に委託し、当会社にお

いてはこれを取扱わない。

（株式取扱規程） （株式取扱規程）

第10条　当会社の株券の種類並びに株式の名

義書換、株券の交付、単元未満株式

の買取り、その他株式に関する取扱

い及び手数料については、取締役会

の定める株式取扱規程による。

第11条～第17条　（条文省略）

第９条　当会社の株式の名義書換、単元未満

株式の買取り、その他株式に関する

取扱い及び手数料については、取締

役会の定める株式取扱規程による。

第10条～第16条　（現行どおり）
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（取締役の員数） （取締役の員数）

第18条　当会社の取締役は、10名以内とす

る。

第17条　当会社の取締役（監査等委員である

ものを除く。）は、10名以内とする。

２　当会社の監査等委員である取締役

は、４名以内とする。

（取締役の選任） （取締役の選任）

第19条　取締役は、株主総会の決議によって

選任する。

第18条　取締役は、監査等委員である取締役

とそれ以外の取締役とを区別して株

主総会の決議によって選任する。

２　（条文省略） ２　（現行どおり）

３　（条文省略）

　　（新設）

３　（現行どおり）

４　補欠の監査等委員である取締役の予

選の効力は、決議後２年以内に終了

する事業年度のうち 終のものに関

する定時株主総会の開始の時までと

する。

（取締役の任期） （取締役の任期）

第20条　取締役の任期は、選任後２年以内に

終了する事業年度のうち 終のもの

に関する定時株主総会終結の時まで

とする。

第19条　取締役（監査等委員であるものを除

く。）の任期は、選任後１年以内に

終了する事業年度のうち 終のもの

に関する定時株主総会終結の時まで

とする。

２　増員又は補欠として選任された取締

役の任期は、他の取締役の残任期間

と同一とする。

（新設）

（削除）

２　監査等委員である取締役の任期は、

選任後２年以内に終了する事業年度

のうち 終のものに関する定時株主

総会の終結の時までとする。

（新設） ３　任期の満了前に退任した監査等委員

である取締役の補欠として選任され

た監査等委員である取締役の任期

は、退任した監査等委員である取締

役の任期の満了する時までとする。
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（取締役の責任免除） （取締役の責任免除）

第21条　当会社は、会社法第426条第１項の規

定により、会社法第423条第１項の規

定による取締役（取締役であったも

のを含む。）の損害賠償責任を、法

令の限度において、取締役会の決議

によって免除することができる。

第20条　当会社は、会社法第426条第１項の規

定により、会社法第423条第１項の規

定による取締役（取締役であった者

を含む。）の損害賠償責任を、法令

の定める限度額の範囲において、取

締役会の決議によって免除すること

ができる。

２　当会社は、会社法第427条第１項の規

定により、社外取締役との間に、会

社法第423条第１項の規定による損

害賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。但し、当該契約に

基く責任の限度額は、法令が規定す

る額とする。

２　当会社は、会社法第427条第１項の規

定により、取締役（業務執行取締役

等である者を除く。）との間に、会

社法第423条第１項の規定による損

害賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。但し、当該契約に

基づく責任の限度額は、法令が規定

する額とする。

第22条～第23条　（条文省略）

（取締役会）

第21条～第22条　（現行どおり）

（取締役会）

第24条　（条文省略） 第23条　（現行どおり）

２　（条文省略） ２　（現行どおり）

　　（新設） ３　前２項の定めにかかわらず、監査等

委員会が選定する監査等委員は、取

締役会を招集することができる。

（取締役会の招集通知） （取締役会の招集通知）

第25条　取締役会の招集通知は、各取締役及

び各監査役に対し、会日の３日前ま

でに発するものとする。ただし、緊

急を要する場合には、この期間を短

縮することができる。

第24条　取締役会の招集通知は、各取締役に

対し、会日の３日前までに発するも

のとする。ただし、緊急を要する場

合には、この期間を短縮することが

できる。
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（取締役会の決議等） （取締役会の決議等）

第26条　（条文省略） 第25条　（現行どおり）

２　当会社は、取締役会の決議事項につ

いて、取締役（当該決議事項につい

て議決に加わることができるものに

限る。）の全員が書面又は電磁的記

録により同意の意思表示をしたとき

は、当該決議事項を可決する旨の取

締役会の決議があったものとみな

す。ただし、監査役が当該決議事項

について異議を述べたときはこの限

りではない。

２　当会社は、取締役会の決議事項につ

いて、取締役（当該決議事項につい

て議決に加わることができるものに

限る。）の全員が書面又は電磁的記

録により同意の意思表示をしたとき

は、当該決議事項を可決する旨の取

締役会の決議があったものとみな

す。

（新設） （取締役への重要な業務執行の決定の委任）

第26条　当会社は、会社法第399条の13第６項

の規定により、取締役会の決議によ

って重要な業務執行（同条第５項各

号に掲げる事項を除く。）の決定の

全部または一部を取締役に委任する

ことができる。

（取締役の報酬等） （取締役の報酬等）

第28条　取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける財

産上の利益（以下「報酬等」とい

う。）は、株主総会の決議によって

これを定める。

第28条　取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける財

産上の利益（以下「報酬等」とい

う。）は、監査等委員である取締役

とそれ以外の取締役とを区別して、

株主総会の決議によってこれを定め

る。

第５章　監査役及び監査役会 （削除）

（監査役及び監査役会の設置） （削除）

第29条　当会社は、監査役及び監査役会を置

く。
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現 行 定 款 変 更 案

（監査役の員数）

第30条　当会社の監査役は、４名以内とす

る。

（削除）

（監査役の選任）

第31条　監査役は、株主総会の決議によって

選任する。

２　監査役の選任決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う。

（削除）

（削除）

（監査役の任期）

第32条　監査役の任期は、選任後４年以内に

終了する事業年度のうち 終のもの

に関する定時株主総会終結の時まで

とする。

２　任期の満了前に退任した監査役の補

欠として選任された監査役の任期

は、前任者の残任期間と同一とす

る。

（削除）

（削除）

（常勤の監査役）

第33条　監査役会は、監査役の中から常勤の

監査役を選定する。

（削除）

（監査役会の招集通知）

第34条　監査役会の招集通知は、各監査役に

対し、会日の３日前までに発するも

のとする。ただし、緊急を要する場

合には、この期間を短縮することが

できる。

（監査役会の決議）

第35条　監査役会の決議は、法令に別段の定

めがある場合を除き、監査役の過半

数をもって行う。

（削除）

（削除）
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（監査役会規程）

第36条　監査役会に関する事項は、法令又は

本定款に別段の定めがある場合を除

き、監査役会で定める監査役会規程

による。

（監査役の報酬等）

第37条　監査役の報酬等は、株主総会の決議

によってこれを定める。

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（削除）

（削除）

第５章　監査等委員会

（監査等委員会の設置）

第29条　当会社は、監査等委員会を置く。

（常勤の監査等委員）

第30条　監査等委員会は、その決議によって

常勤の監査等委員を選定することが

できる。

（監査等委員会の招集通知）

第31条　監査等委員会の招集通知は、各監査

等委員に対し、会日の３日前までに

発するものとする。ただし、緊急を

要する場合には、この期間を短縮す

ることができる。

（新設）

（新設）

（監査等委員会の決議）

第32条　監査等委員会の決議は、議決に加わ

ることができる監査等委員の過半数

が出席し、その過半数をもって行

う。

（監査等委員会規程）

第33条　監査等委員会に関する事項は、法令

又は本定款に別段の定めがある場合

を除き、監査等委員会で定める監査

等委員会規程による。
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第38条～第40条　（条文省略）

（会計監査人の報酬等）

第41条　会計監査人の報酬等は、代表取締役

が監査役会の同意を得て定める。

第34条～第36条　（現行どおり）

（会計監査人の報酬等）

第37条　会計監査人の報酬等は、代表取締役

が監査等委員会の同意を得て定め

る。

第42条　（条文省略） 第38条　（現行どおり）

（剰余金の期末配当） （削除）

第43条　剰余金の期末配当は、毎年１月31日

の 終の株主名簿に記載又は記録さ

れた株主又は登録株式質権者に対し

て行う。

（新設） （剰余金の配当等の決定機関）

第39条　当会社は、剰余金の配当等会社法第

459条第１項各号に定める事項につ

いては、法令に別段の定めのある場

合を除き、取締役会の決議によって

定めることができる。

（中間配当） （削除）

第44条　当会社は、取締役会の決議によっ

て、毎年７月31日の 終の株主名簿

に記載又は記録された株主又は登録

株式質権者に対し、中間配当をする

ことができる。

（新設） （剰余金の配当の基準日）

第40条　当会社の期末配当の基準日は、毎年

１月31日とする。
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２　当会社の中間配当の基準日は、毎年

７月31日とする。

３　前２項のほか、基準日を定めて剰余

金の配当をすることができる。

（剰余金の配当金の除斥期間等） （配当金の除斥期間等）

第45条　剰余金の期末配当金及び中間配当金

が、その支払開始の日より満３年を

経過しても受領されないときは、当

会社はその支払いの義務を免れる。

第41条　配当金が、その支払開始の日より満

３年を経過しても受領されないとき

は、当会社はその支払いの義務を免

れる。

２　未払の期末配当金及び中間配当金に

は、利息を付けない。

（新設）

（新設）

２　未払の配当金には、利息を付けな

い。

附則

第１条　当会社は、会社法第426条第１項の規

定により、第49回定時株主総会終結

前の行為に関する監査役であった者

の会社法第423条第１項の責任につ

き、取締役会の決議によって、法令

の定める限度額の範囲で、その責任

を免除することができる。

第２条　前条および本条は2026年4月26日を

もって削除する。
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第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　第３号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等

委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、取締役全員(５名)は、会

社法第332条第７項第１号の定めに従い、本総会終結の時をもって任期満了と

なりますので、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案におい

て同じです。)４名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案の決議の効力は、第３号議案「定款一部変更の件」が原案ど

おり承認可決されること、及び同議案の決議による定款変更の効力が生じる

ことを条件として生じるものといたします。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

深 沢 栄 二
(昭和40年２月23日生)

 平成５年11月　当社入社

平成８年２月　当社開発マネージャー

平成９年４月　当社取締役就任

平成10年２月　当社代表取締役副社長営業部担

　　　　　　　 当就任

 平成11年４月  当社代表取締役社長就任(現任)

252,218株

深 沢 信 夫
(昭和８年11月30日生)

 昭和30年10月　深沢貴金属製作所創業

昭和42年４月　当社代表取締役社長就任

平成11年４月　当社代表取締役会長就任

平成17年４月　当社取締役就任(現任)

10,290株

金 井 公 克
(昭和22年２月５日生)

 昭和45年10月　住友商事株式会社入社

　　　　　　　 肥料貿易部に所属

昭和59年11月　米国住友商事ニューヨーク駐在

　　　　　　　肥料部

平成３年12月　帰国

　　　　　　　住友商事株式会社退社

平成４年１月　ウイルバーエリス株式会社入社

　　　　　　　取締役営業部長就任

平成５年１月　ウイルバーエリス株式会社

　　　　　　　代表取締役社長就任

平成25年６月　ウイルバーエリス株式会社

　　　　　　　代表取締役社長退任

平成26年３月　ウイルバーエリス株式会社退社

平成27年４月　当社社外取締役就任(現任)

-株
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氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

加 藤 雄 一
(昭和25年２月１日生)

 昭和47年４月　株式会社加藤スプリング製作所

　　　　　　　 (現株式会社アドバネクス）入社

昭和56年10月　株式会社加藤スプリング製作所

　　　　　　　総務部長、海外事業部長

昭和56年12月　株式会社加藤スプリング製作所

　　　　　　　取締役就任

昭和58年10月　株式会社加藤スプリング製作所

　　　　　　　常務取締役就任

昭和62年12月　株式会社加藤スプリング製作所

　　　　　　　代表取締役社長就任

 平成17年４月　株式会社アドバネクス

　　　　　　　 代表取締役会長兼社長就任

 平成25年６月  株式会社アドバネクス

　　　　　　　 代表取締役会長就任(現任)

平成27年４月　当社社外取締役就任(現任)

（重要な兼職の状況）

株式会社アドバネクス代表取締役会長

-株

（注）１．金井公克氏及び加藤雄一氏は、社外取締役候補者であります。

　　　２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　３．金井公克氏、加藤雄一氏の当社の社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時を

　　　　　もって１年となります。

　　　４．金井公克氏、加藤雄一氏を社外取締役候補者とした理由は、両氏とも長年にわたる会

　　　　　社経営に関する豊富な経験及び幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社

　　　　　外取締役としての選任をお願いするものであります。

　　　５．当社は、現任の社外取締役である取締役候補者の金井公克氏、加藤雄一氏と会社法第

427条第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただ

し、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。

　　　６．当社は、本議案において金井公克氏と加藤雄一氏が選任され就任した場合、会社法第

　　　　　427条第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。

　　　　　ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額といたします。
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第５号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　第３号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等

委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役

(監査等委員。以下、本議案において同じです。)３名の選任をお願いいたし

たいと存じます。

　なお、本議案の決議の効力は、第３号議案「定款一部変更の件」が原案ど

おり承認可決されること、及び同議案の決議による定款変更の効力が生じる

ことを条件として生じるものといたします。

　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査等委員候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

※
鈴 木 　 真
(昭和37年１月18日生)

 昭和59年４月　等松･青木監査法人(現有限責任監査

法人トーマツ)入所

平成４年４月　弁護士登録

　　　　　　　浅沼法律事務所入所

平成７年12月　真法律会計事務所開設

　　　　　　　(代表弁護士/現任)

平成18年12月　公認会計士登録

平成19年10月　税理士登録

平成26年４月　当社社外取締役就任(現任)

（重要な兼職の状況）

真法律会計事務所代表(弁護士)

－株

※
埴 原 一 也
(昭和25年10月12日生)

昭和56年４月　弁護士開業

平成３年４月　埴原法律事務所開所

平成10年４月　当社社外監査役就任(現任)

（重要な兼職の状況）

埴原法律事務所所長(弁護士)

ー株

※
柴 山 　 聡
(昭和42年３月９日生)

平成５年４月　弁護士登録

　　　　　　　丸山公夫法律事務所入所(現任)

（重要な兼職の状況）

弁護士

ー株

（注）１．鈴木真氏、埴原一也氏、柴山聡氏は社外取締役候補者であります。なお、埴原一也氏

は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届ける予定であ

ります。

　　　２．※印は、新任の取締役候補者であります。

　　　３．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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　　　４．鈴木真氏の当社の社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって２年とな

ります。埴原一也氏は現在当社の社外取締役でありますが、監査役としての在任期間

は本総会集結の時をもって18年となります。

　　　５．鈴木真氏、埴原一也氏、柴山聡氏は、直接会社経営に携わった経験はありませんが、

弁護士として豊富な経験からの専門的見地及び幅広い見識を当社の経営に反映してい

ただくため、また当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取

締役候補としての選任をお願いするものであります。

　　　６．当社は現任の社外取締役である監査等委員候補者の鈴木真氏と当該定款に基づき、会

社法第427条第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。

　　　７．当社は、本議案によって鈴木真氏、埴原一也氏、柴山聡氏が選任され就任した場合、

会社法第427条第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結する予定で

す。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額といたします。
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第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

　当社の取締役の報酬額は、平成６年４月定時株主総会において、年額

150,000千円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない)と決議

いただき今日に至っておりますが、当社は第３号議案「定款一部変更の件」

の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきま

しては会社法第361条第１項および第２項の定めに従い、現在の取締役の報酬

枠を廃止し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬枠を経済情勢

等諸般の事情も考慮して年額150,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円

以内)と定めることといたしたいと存じます。また、取締役(監査等委員であ

る取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない

ものといたしたいと存じます。

　現在の取締役は５名(うち社外取締役３名)でありますが、第３号議案およ

び第４号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役(監査等委員である取

締役を除く。)は４名(うち社外取締役２名)となります。

　なお、本議案の決議の効力は、第３号議案「定款一部変更の件」が原案ど

おり承認可決されること、および同議案の決議による定款変更が効力を生じ

ることを条件として生じるものといたします。
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第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

　当社の監査役の報酬額は、平成６年４月定時株主総会において、年額20,000

千円以内と決議いただき今日に至っておりますが、当社は第３号議案「定款

一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いた

します。つきましては会社法第361条第１項および第２項の定めに従い、監査

等委員である取締役の報酬額を経済情勢等諸般の事情も考慮して年額20,000

千円以内と定めることといたしたいと存じます。

　第３号議案および第５号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委

員である取締役は３名となります。

　なお、本議案の決議の効力は、第３号議案「定款一部変更の件」が原案ど

おり承認可決されること、および同議案の決議による定款変更が効力を生じ

ることを条件として生じるものといたします。
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第８号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

　常勤監査役河西周一氏、監査役長沢一巳氏は、第３号議案「定款一部変更

の件」の承認可決を条件とする当社の監査等委員会設置会社への移行に伴う

監査役制度の廃止により本総会終結の時をもって監査役を退任されます。監

査役在任中の功労に報いるため、当社所定の一定の基準に従い、相当額の範

囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。なお、各退任監査役に対す

る具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、監査等委員である取締役の協議に

ご一任願いたく存じます。

　また、本議案の決議の効力は第３号議案「定款一部変更の件」が原案どお

り承認可決されること、および同議案の決議による定款変更が効力を生じる

ことを生じることを条件として生じるものといたします。

　退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

河 西 周 一
 平成21年４月　当社社外監査役就任

　　　　　　　　　　（現在に至る）

長 沢 一 巳
 昭和60年３月　当社社外監査役就任

　　　　　　　　　　（現在に至る）

以　上
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株主総会会場ご案内図
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・中央自動車道甲府昭和I.C.より、車で約20分
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